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令和３年横審第４４号 

裁    決 

コンテナ船Ａ岸壁衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ水先人 

    水先免許 伊勢三河湾水先区一級水先人 

  補  佐  人  ２人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官桐井晋司出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ１を懲戒しない。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 平成３０年８月１７日０７時３９分半少し過ぎ 

 三重県四日市港第３区 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 コンテナ船Ａ 

  国際総トン数 ４０,１６８トン 

  全    長 ２６０.０４９メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関 
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   出    力 ３６,５６０キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) Ａの設備及び性能 

   Ａは、２００９年に建造された鋼製コンテナ船で、１軸右回りの

固定ピッチプロペラ及び出力１,６００キロワットのバウスラスタ

ー１基を有し、船体中央部やや後方に船橋があり、船橋前方に１番

から５番の、同後方に６番及び７番の貨物倉がそれぞれ設けられ、

甲板上にコンテナを８段積むことが可能で、２０フィート型コンテ

ナ換算で４,５７８個のコンテナを積載できるようになっており、

船首端から１９１メートル後方、左舷端から６メートル右方の船橋

上部にＧＰＳアンテナが設置されていた。 

   最大積載時における旋回性能は、右旋回の縦距及び横距が、それ

ぞれ０.４３３海里及び０.２２７海里、左旋回の縦距及び横距が、

それぞれ０.４２７海里及び０.２２４海里であった。また、最短停

止距離及び同時間は、１.９７５海里及び１１分０４秒であった。 

 (2) 四日市港霞ケ浦南ふ頭 

   霞ケ浦南ふ頭は、四日市港北部の第３区に位置する、入港時の岸

壁法線が２９５度（真方位、以下同じ。）、全長１,５４０メート

ルの連続６岸壁からなるふ頭で、各岸壁は、南東方よりＷ２２号か

らＷ２７号とそれぞれ称され、Ｗ２６号岸壁及びＷ２７号岸壁の海

側から２メートル及び１８メートルのところにレール２本を岸壁法

線と平行にそれぞれ敷設し、同レール上に移動可能なガントリーク

レーンが３基設置され、岸壁には厚さ９０センチメートルのフェン

ダーが約１５メートル間隔で取り付けられていた。 

 (3) ａ１受審人の経歴 

   ａ１受審人は、平成２９年１月に伊勢三河湾水先区一級水先人水
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先免状を取得して、翌２月から同区の水先業務に従事するようにな

り、本件発生までに約２００隻のきょう導を行い、その内３０隻な

いし４０隻が四日市港入出港船であった。 

 (4) ａ１受審人のＷ２６号岸壁への着岸計画 

   ａ１受審人のＷ２６号岸壁への着岸計画は、四日市港第３航路

（以下、航路については「四日市港」を省略する。）に入航後、右

舷船尾にタグボートを取り、霞ケ浦南ふ頭南東端付近で速力を６.０

ノット（対地速力、以下同じ。）程度に減じ、その後徐々に速力を

減じてＷ２６号岸壁に入船左舷付けで着岸する計画であった。 

 (5) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、シンガポール共和国籍の船長ａ２ほか中華人民共和国籍等

の船員２３人が乗り組み、コンテナ１,２３７個を積み、ａ１受審

人が乗船し、船首８.７メートル船尾９.３メートルの喫水をもって、

平成３０年８月１７日０５時３０分名古屋港第４区を発し、四日市

港霞ケ浦南ふ頭へ向かった。 

   ａ１受審人は、予定航路をａ２船長に説明してＡのきょう導を始

め、霞ケ浦南ふ頭着岸時刻の調整のため一旦伊勢湾を南下したのち、

反転して四日市港に向かい、０７時１４分頃Ｗ２５号岸壁に係留船

を認め、０７時１４分半第３航路に入航後、０７時１８分四日市港

第３航路第３号灯浮標付近でＡの右舷船尾に出力２,５７４キロワ

ットのタグボートを取り、０７時２２分半僅か前四日市港管理組合

霞ケ浦第１号導灯（後灯）（以下「第１号後灯」という。）から

０９０.５度１,８４０メートルの地点で、同航路を出航して針路を

２８０度に定め、折からの北西風により左方に６度圧流され、速力

を６.８ノットとし、手動操舵によって進行した。 

   ａ１受審人は、０７時３６分半僅か前第１号後灯から３５９度
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２６０メートルの地点に至り、２８１度の針路及び２.３ノットの

速力で左方に８度圧流されながら続航中、徐々に減速して着岸する

計画であったものの、ａ２船長が介入して操船指揮を執り始め、き

ょう導を続けることができなくなった。 

   ａ２船長は、機関を全速力後進とし、０７時３７分半僅か前第１

号後灯から３５０.５度２６０メートルの地点で、行きあしがほぼ

失われた状態となり、船首が２８１度を向き、右舷船首方から最大

瞬間風速毎秒１５メートルの北西の風を受け、岸壁に向かって圧流

され始めた。 

   ａ２船長は、舵、機関等を使用して、船体の圧流を制御しようと

したものの、及ばず、０７時３９分半少し過ぎ第１号後灯から

３１２.５度４００メートルの地点において、Ａは、船首が２８６

度を向き、２.４ノットの速力となったとき、その左舷船首がＷ２６

号岸壁に衝突した。 

   当時、天候は晴れで風力５の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央

期に当たり、視界は良好であった。 

   その結果、左舷船首部外板に凹損等を、Ｗ２６号岸壁はコンクリ

ートの剥離及び同岸壁に係止中のガントリークレーンに曲損等をそ

れぞれ生じたが、のちいずれも修理された。 

 

 （原因の考察） 

 本件は、四日市港第３区において、右舷船首から風力５の北西風を受

ける状況下、本船の行きあしがほぼ失われたため、岸壁に向かって圧流

され、左舷船首部がＷ２６号岸壁に衝突したものである。 

 ａ１受審人のきょう導により、岸壁に入船左舷付けでの着岸操船中、

船長が介入して操船指揮を執り、機関を全速力後進にして行きあしをほ
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ぼ失わせた時点で、Ａ船首と岸壁との距離は約３０メートルであり、右

舷船首から風力５の北西風を受ける状況下、船体の圧流制御は困難であ

ったと考えられることから、ａ１受審人の行為は、本件発生の原因とは

ならない。 

 

 （主張に対する判断） 

 理事官は、０７時３３分半僅か前右舷船首方から毎秒１０.１メート

ルの風を受け、左方に６度圧流される状況下、風圧の影響に対する措置

をとらなかった旨を主張するのでこのことについて検討する。 

 事実の経過及び原因の考察で示したとおり、ａ１受審人は、０７時３６

分半僅か前までＡをきょう導して着岸操船をしていたところ、船長が介

入して操船指揮を執り、Ａの行きあしをほぼ失わせたため、風による船

体の圧流制御ができず、左舷船首部がＷ２６号岸壁に衝突したものであ

る。 

 ａ１受審人が、たとえ０７時３３分半僅か前風圧の影響に対する措置

をとらなかったとしても、その後０７時３６分半僅か前船長が介入して

操船指揮を執り、その操船指揮により、Ａの行きあしをほぼ失わせたた

め、風による船体の圧流が制御できなくなったことによって、岸壁に衝

突するという結果が生じた場合、理事官が主張するａ１受審人の注意義

務違反と岸壁衝突との間には、因果関係の断絶が発生し、条件関係が否

定される。 

 したがって、理事官の主張を採ることはできない。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件岸壁衝突は、四日市港第３区において、右舷船首から風力５の北

西風を受ける状況下、水先人のきょう導により、岸壁に入船左舷付けで
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着岸操船中、船長が介入して操船指揮を執り、機関を全速力後進にする

などして本船の行きあしをほぼ失わせたため、船体の圧流制御ができず、

左舷船首部がＷ２６号岸壁に衝突したものである。 

 ａ１受審人の行為は、本件発生の原因とはならない。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年１１月２９日 

     横浜地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  大  北  直  明 

 

             審 判 官  菅  生  貴  繁 

 

             審 判 官  岩  﨑  欣  吾 


